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はじめに  

 
 本稿の目的は、発達障害等を持つ学生に対する「インクルーシブな」対応を実現し、同

時に退学率も低下させてきた北陸大学経済経営学部の学生支援システムの全体像を明らか

にすることにある。 
 日本の大学では、2000 年代以降、学生の多様化が進む中で、いわゆる「発達障害」学生

の存在に光が当てられるようになった。2005（平成 17）年には「発達障害者支援法」によ

 同時期には、学生の成績不振や不登校、そして「退学」問題も注目されるようになった。

2010（平成 22）年には、NPO 法人 NEWVERY が『中退白書』において、「4 年制私立大学

では、平均して（4 年間で）8〜9 人に 1 人が辞めている」という状況を指摘した。2014（平

成 26）年には、文科省が「（平成 24 年度において）大学生と高専生を合わせた 2,991,573
人のうち、79,311 人が退学した」という調査結果を公表した。 
 発達障害学生対応と成績不振・退学問題は、別種の問題として扱われることも多く、大

学によっては担当部署が異なることもある。しかし、これらはいずれも大学と学生の間に

ミスマッチやコンフリクトが発生しているという点で共通する。 
 これらの問題に対して、「クラス担任制による個別的なパーソナル支援」によって対応し

ている大学も多い。独立行政法人日本学生支援機構の『大学等における学生支援の取組状

 
（1） 2021 年 5 月には、私立大学を含む民間事業者にも義務化を拡大した同改正法が成立し、3 年以内に

施行される予定である。 

34

り、発達障害者に対する福祉的支援の道が開かれた。2016（平成 28）年には「障害者差別

解消法」が施行され、障害者に対する差別的取扱いが禁止された。発達障害学生の学生生

活や授業における「合理的配慮」は、国立大学においては法的義務、私立大学においては

努力義務となり、支援体制の構築が迫られるようになった（1）。 
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況に関する調査』（2019）によれば、学生相談に関して最も相談件数が増加しているものは

「発達障害」であるという。また、「担任、指導教員等の教員」が学生相談を担当している

のは、大学全体の 74.2%、短期大学全体で 78.1%にのぼる。成績不振学生に対しても、「担

任もしくはゼミ・研究室の教員により面談をしている」のは、大学全体の 52.4%、短期大

学全体では 64.4%である（2）。 
 しかし、クラス担任によるパーソナル支援には課題がある。多くの大学では教員と専門部

署との連携が十分ではない。学生の不安解消と大学生活への順応という観点からは、入学直

後の対応が最も重要であるが、初年次ゼミの担当者は、学生支援の知見や経験の浅い若手・

新任教員になりがちである。初年次ゼミに対して組織的な支援体制が向けられていることは

多くないように思われる。ただし、専門部署や専門家による支援体制を強化すればするほど、

皮肉なことだが、教員が当該部署に問題を“丸投げ”するという現象が起きることもある。

また、退学率がパーソナル支援で改善可能であるかのような考え方が広がれば、授業改善

の動きは止まるだろう。したがって、発達障害学生の対応や成績不振・退学問題等の学生

支援に関しては、パーソナル支援を超えた対策が必要となってくるのである。 
 
 

１．本学部の学生支援体制について   

 
 北陸大学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神として掲

げ、昭和 50（1975）年に開学した。現在は、薬学部、経済経営学部、国際コミュニケーシ

ョン学部、医療保健学部の 4 学部 5 学科体制である。 
 経済経営学部（以下、本学部）は、前身の未来創造学部を名称変更し、2017 年 4 月に開

設された学部である。学生はスポーツ推薦からセンター入試まで幅広い学力層の学生が入

学している。筆者は 2016 年度から本学に着任し、2017 年度から 4 年間にわたって学部長を

つとめ、学部レベルの入試改革、教育改革、カリキュラム改革、学生支援改革等に取り組

んできた。 
 学生支援については、発達障害学生に対して、前述のパーソナル支援を超えて教員が組

織的に見守る仕組みを構築するとともに、教育改善を通じて、教室内で他の学生と変わら

ず過ごせるようになることを目標としてきた。成績不振や退学問題についても基本的に同

様であり、組織的対応と教育改善を通じてドロップアウトを防ぐことを目指してきた。そ

の理由は以下の 3 点にある。 
 第一に、発達障害や成績不振の学生がはじき出されたり、ついていけなかったり、落ち

 
（2） 大学の担任制の研究に関しては、杉田郁代（2020）『大学教育におけるクラス担任制度の実態と課題

について』大学教育実践ジャーナル第 18 号、等がある。 
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こぼれたりする原因は、授業や教育プログラムの中に存在していることが多いからである。

もちろん、発達障害の特性は人によって多様であることは言うまでもない。しかし、例え

ば対人コミュニケーションが苦手な学生であっても、教材の作り方や授業での指示の出し

方によっては、問題にならないこともある。成績不振に陥る学生も、どこで授業に躓いて

いるのかがわかれば、授業改善によって対応可能になることも多い。発達障害学生も成績

不振学生も、「授業改善の気づき」を与えてくれる存在として捉えるべきである。 
 第二に、学生対応を担任一人に限定してしまうことは、担任教員への「押し付け」にな

りかねないからである。そうなれば教員の心理的負担感や不公平感が増加するだけではな

い。パーソナル支援を優先し、授業改善が止まる教員も出てくる。学部としての当事者意

識も低下し、組織的取組が進まなくなる可能性もある。上述したように、大学の担任制に

は限界がある。担任によるパーソナル支援は、学生支援の必要条件の一つにはなり得るが、

十分条件には程遠いのである。 
 第三に、教員だけが学生支援を行えば行うほど、教室内にいる他の学生の支援意識が低

下するおそれがあるからである。発達障害学生や成績不振学生が教室内で他の学生と変わ

らず過ごせるようになるためには、教室内の学生たちによる相互支援の雰囲気が重要とな

る。当該学生へのパーソナル支援以上に、学部全体として多様性理解を促進する教育が求

められるのである。 
 以上のような考え方にもとづく本学部の学生支援体制を、本稿では「インクルーシブ教

育システム」と称することとしたい（3）。インクルーシブ教育とは、「障害者権利条約」にお

いて「あらゆる段階における障害者を包容する教育制度（an inclusive education system）及

び生涯学習を確保する」と表現されているように、「障害者が、他の者と平等に、自己の生

活する地域社会において、包容され」、「学問的及び社会的な発達を最大にする環境におい

て、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられることを確

保」することが求められる教育システムのことである（4）。この概念は、現状では初等中等

教育において用いられることが多いが、本学部の学生支援体制は、まさにこの「インクル

ーシブ」の概念が当てはまると考える。 
 本学部では、このインクルーシブ教育システムのもとで、発達障害学生や成績不振学生

の対応に関して成果を上げてきた。例えば、この 4 年間、本学部においては、高校で合理

的配慮を提供されていた学生の事前相談は何件かあったものの、入学後に実際に申請を必

 
（3） 本学部の学生支援システムの「インクルーシブ性」を最初に指摘したのは、佛教大学水谷俊之氏（現

施設部部長）であった。ここに記して謝意を表したい。なお、本稿の事例は、「合理的配慮」を含んで

はいるものの、「事前的改善措置」や「ポジティブアクション」に近い。詳しくは、川島聡他（2016）
『合理的配慮』有斐閣、参照。 

（4） 文科省初等中等教育分科会「1〜1．共生社会の形成に向けて（資料 1 特別支援教育の在り方に関す

る特別委員会報告 1）」2012 年 7 月。 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325884.htm 
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要とした学生は一人もいない。本学部においてはこれまでのところ、発達障害学生も、個

別的な配慮を必要とせず、学部内の非公式の改善策だけで他の学生と同様に学修をこなし、

学生生活を送ることができているのである。 
 成績不振問題も存在はするものの、退学率は減少し続けた。これも、本学部のインクル

ーシブ教育システムの制度化が進むことによって、すべての学生を「包容する」仕組みが

定着していったからではないかと考える。 
 なお、本システムは、組織的な教育改善を重視しているという意味で、「内部質保証シス

テム」確立の一環であるとも言える。しばしば、学生支援と教育改善はトレードオフの関

係に陥ることがあるが、本取組は両者の相乗効果を意図している点に特徴がある。 
 

（図 1）経済経営学部在籍者数と退学率の推移
（5）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ただし、本学部のインクルーシブ教育システムは、すべてが明文化・形式化されている

わけではない。そもそも、このシステムは筆者が全体像を設計し、すべてを計画的に導入

してきたものではない。むしろ、現場での教員による実践との相互作用の中で、次第に暗

黙の慣行や規範が共有され、それが制度へと定着していったという点に特徴がある。現場

の暗黙知にかなり依存しているという意味で、このシステムは外部から観察しただけでは

全体像をつかむことが難しい。 
 他大学の教育プログラムや学生支援システムの中にも、実践レベルの試行錯誤の中から

誕生し、発展していったものが見受けられる。そうした成功事例を自大学に移植しようと

 
（5） 在籍者数は、前身の未来創造学部も含むが編入留学生は除外している。退学率も編入留学生を除外し

ている。入学定員に関しては、2017 年は 200 名であったが徐々に増加し、2019 年には 290 名となった。 
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してもうまくいかないことが多いのは、その制度の形式的・明示的な部分のみに目を向け、

その背後に存在する暗黙的な慣行や規範を見逃しているからではなかろうか。制度は形式

知だけでなく、暗黙知によっても支えられているのである（6）。 
 そこで、本稿では、本学部の学生支援に関するインクルーシブ教育システムの全体像を

明らかにするために、「明示的な原則のレベル」「具体的なメカニズムのレベル」、そして「教

員間で共有されている暗黙的な慣行や規範のレベル」という 3 レベルから説明を行い、暗

黙知の部分も可能な限り明らかにしていきたい。その上で、このシステムの成立プロセス

や課題についても考察したい。 
 
 

２．経済経営学部のインクルーシブ教育システムについて  

 
2.1 明示的な原則のレベル 

 
 本学では、全学部に「担任制度」が導入されており、ゼミ担当教員がその任にあたって

いる。担任業務の内容は、各学部で策定される「担任指針」に定められている。本稿で紹

介する「担任指針」は、筆者が中心となり 2018 年度に策定した「経済経営学部ゼミ担当教

員指導指針（以下、指針）」のことを指す。 
 担任業務は、「学修支援」「学生生活支援」、そして「進路支援」の 3 分野にわたるが、い

ずれも面談を中心としたパーソナル支援が期待されている。休学や退学の場合には、学生

との面談をもとにした「経過報告書」を作成することが求められる。また、年に一度、保

護者向けの連絡票を担任が作成するが、この際にも事前面談を行うことになっている。つ

まり、本学では、担任の面談が非常に重視されていると言える。 
 他方、障害学生に関しては、本学の学生委員会が 2018（平成 30）年に策定した「障がい

のある学生支援〜教職員のためのガイド」において領域ごとに担当部署が定められている。

例えば「受験上の配慮の相談や実施」に関しては、アドミッションセンターが担当する。

入学後の「履修や授業における配慮」や「評価方法の変更・調整」等の学修支援は、主に

教務課が担当する。「課外活動に関する対応」は学生課が担当し、「メンタル面でのサポー

ト」はキャンパス相談室が担当する。このように部署ごとの対応が定められているという

点では、担任制度より組織的な制度が構築されている。ただし、すべてのプロセスにわた

って「学部教員」が「個々の学生への支援の主たる担い手となる」と規定されている。 

 
（6） 野中郁次郎・竹内弘高（1996）『知識創造企業』東洋経済新報社。また、以下の分析枠組みは、国際

政治学理論の一つである国際レジーム論の「原則、規範、ルール、政策決定手続き」に着想を得た。
Stephen D, Krasner, International Regimes, Cornell Univ. Press, 1983, p.2. 
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 本学部では、全学の方針を発展させ、担任制をインクルーシブ教育システムの一環とし

て位置づけている。その原則を述べているのが、「指針」の「1．はじめに」の部分である。 
 

ゼミ担当教員は所属学生の「担任」としての職務を負うという考え方にもとづき、授業中の指導だ
けでなく、学生が円滑な学生生活を送ることができるよう注視・配慮するとともに、⻘年期の発達
を⽀援し、⾃⼰の成⻑を適切に評価できる能⼒を育成する教育的役割も担う。そのための指導指針
を以下に示す。ただし、初等・中等教育機関と異なり、担当教員は学生と日々接するわけではない。
パーソナル⽀援には限界があることを認識し、その活動は、学部全体の組織的な教育活動と連動し
なければならない。すなわち、担当教員は学生を「抱え込まず」、学部は担当教員に責任を「押し
付けない」姿勢が重要となる。 

 
 ここには 3 つのポイントがある。 
 第一に、担任の役割として、学修支援や生活支援だけでなく「青年期の発達支援」が位

置づけられていることである。大学生とは、保護者や教師、年配者による発達支援が必要

な「青年期」の段階の存在である。そのような視点から見ると、大学における担任制にも

積極的な意味が生まれてくる。 
 第二に、パーソナル支援によって「自己の成長を適切に評価できる能力の育成」が期待

されていることである。2020（令和 2）年に公表された「教学マネジメント指針」では、「一

人一人の学生が自らの学修成果として身に付けた資質・能力を自覚できる」ことが重視さ

れている。教学マネジメント体制においては、担任とは、学生との対話を通じて学生の内

的成長を支援するメンター的存在としても位置づけられるだろう。 
 第三に、「担当教員は学生を『抱え込まず』、学部は担当教員に責任を『押し付けない』

姿勢」という考え方である。担任制偏重主義のもとでは、担任が学生を抱え込み、教員に

よる不毛なゼミ間競争が加熱することや、担任に責任を押し付けて学部としての対応を取

らなくなることは、しばしば起きがちである。ここでは、こうした担任制のリスクを回避

し、教員協働による組織的な対応を求めているのである。 
 なお、本学部のディプロマ・ポリシーには、「多様な文化・価値観を持つ他者に対して理

解と共感を示し、ともに目標を達成しようとする協働力を身につけている」という項目が

設定されている。多様性理解は教育目標でもある。 
 
2.2 具体的なメカニズムのレベル 

 
 以上の「原則」が単なる文言上のものに終わらず、実効性のある制度として成立するた

めには、具体的なメカニズムが不可欠である。つまり（1）具体的な手続きに関するルール、

（2）原則にもとづく行動が実践される場、（3）実践を支える効率的なツール、の 3 点が整

備されている必要がある。本システムにおいては、（1）「指針」による規定、（2）教員の協
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働体制を構築する「ゼミナール連絡会」、（3）Google スプレッドシートを用いた「学生情報

共有システム」が当てはまる。それぞれの内容を以下でみていこう。 
 

（1）担任業務に関する規定（「指針」より抜粋） 

 

1）学修支援 

① 履修相談（省略） 

② 授業の出席状況把握・出席指導 
 ・ ゼミナールを 2 回以上連続欠席した学生に対しては、他の授業の出席状況を確認し

たうえで、個別に連絡を取り、状況を把握する。結果についてはゼミナール連絡会で

共有する。 
 ・ ゼミナールを 3 回以上欠席した学生に対しては、他の授業の出席状況を確認したう

えで、早急に個別面談を行う。本人に連絡がつかなければ保護者へ連絡する。必要に

応じ、教務課と連携して対応する。結果についてはゼミナール連絡会で共有する。 

③ 学生情報の記録 
  担当する学生の簡単な動向や所見を月ごとに記録し、学年担当者全体での情報の共有

化を図るとともに、保護者懇談会における面談資料作成にも活用する。但し、要配慮個

人情報（疾病や障害等）の記載・表現には配慮する。 

④ 学修成果の自己評価の支援・確認（省略） 

⑤ 学生情報の引き継ぎ 
  翌年度の担当教員に対して学生情報の申し送りを行えるよう所見をまとめる。配慮が

必要な学生については、できるだけ詳細な申し送りを行うとともに、クラス（ゼミ）編

成等に関しても助言を行う。但し、要配慮個人情報（疾病や障害等）については記載・

表現に配慮し、必要に応じ学部長及び教務委員長に口頭で相談・報告する。 
 
2）学生生活支援 

① 年度当初に学生と面談を行い、学生の状況を把握するとともに、保護者連絡票（保護

者送付用資料）作成の準備を行う。 
② 成績・出席率の低下、生活面やメンタル面での問題、病気や事故等、学生の状態に問

題があると感じた時は、速やかにゼミ連絡会で報告するとともに、学部長や教務委員長

に相談の上、教務課及び学生課と連携し対応する。必要に応じて他の教職員、保護者、

保健室及びキャンパス相談室と連携を取る。 
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（2）ゼミナール連絡会 

 

 ゼミナール連絡会（以下、ゼミ連絡会）とは、ゼミ担当教員が授業の振り返りを行い、

気になる学生について情報を交換するための会議体である。「指針」においては以下のよう

に定められている。 
 

学生の情報を学年全体で共有し、担当教員が問題を抱え込むことがないよう、定期的にゼミナール
連絡会を開催する。ゼミナール連絡会では、ゼミナールのゼミ運営に関する事項、教材の協働開発
並びに学生の状況報告等を⾏う等、授業改善を進めるとともに、教員同⼠による相互⽀援の考え方
を持ちながら、問題を抱えた学生を組織的に早期発⾒・早期解決することに努める。（1・2 年生は
キャリア科目終了後に実施する 3・4 年生は担当教員の申告に基づき、必要に応じ学部⻑または教
務委員⻑が招集する） 

 
 ゼミ連絡会では、担当教員の中から学部長の依頼を受けて主任が定められる。主任は教

材作成のコーディネーターやゼミ連絡会での司会等をつとめる。 
 ゼミ連絡会は、1・2 年ゼミにおいては毎週開催される。この方法は、教員の負担が大き

いようにみえるが、実際はそれほどでもない。ゼミとキャリア科目は、教員が協働で作成

した共通教材にもとづいて 1.5コマ（135
分）で実施され、連絡会はその後の隙間

時間である 45 分間で実施されるからで

ある（7）。1 年ゼミ連絡会は学生アシスタ

ント（SA）も参加する（ただし学生情

報を相談し合う時間には退席する）。 
 ゼミ連絡会では、まず、教員全員から

授業内容の報告や問題点が順に報告さ

れる。具体的には、授業で学生が躓いた

例が話題になることが多い。それに対し

て、他の教員の経験や知見などをもとに

アドバイスが寄せられる。例えば、「口頭での対人コミュニケーションが苦手な学生」がク

ラスに存在する場合、グループワークの前に個人で考える時間を長めに取ったり、自分の

考えや相手の発言等を書き取るワークシートがあったほうがよいといったことである。 
 このように、ゼミ連絡会では、様々な特性を持つ学生に対して、まずは教材の改良や授

 
（7） ゼミとキャリア科目の連続実施については、以下に詳細に解説している。山本啓一（2018）「学部マ

ネジメントと学部長の役割」『大学マネジメント』6 月号、大森昭生・成田秀夫・山本啓一・吉村充功

（2018）『今選ぶなら、地方小規模私立大学! 〜偏差値による進路選択からの脱却』レゾンクリエイト。 

▲ １年次ゼミ連絡会の様子（2019 年当時） 

● 事例：大学における担任制度の課題とインクルーシブ教育システムの意義〜北陸大学経済経営学部の事例



● 事例：大学における担任制度の課題とインクルーシブ教育システムの意義〜北陸大学経済経営学部の事例 
 

42 私学経営 №561（2021.11） 

業改善によって解決を図ろうとしてきた。授業改善を通じて、口頭でのコミュニケーショ

ンが苦手な学生がディスカッションに参加できるようになれば、当該学生だけでなく、他

の学生の発言の質も向上する効果も期待でき、授業の質向上につながるからである。また、

口頭による指示が通りにくい学生の場合も、当該学生だけに対して文書にして渡すよりも、

学生全員に対して文字で提示すれば、他の学生の提出忘れの減少も期待できる。なお、1・
2 年ゼミは共通のオリジナル教材を使用しているため、教材担当者が教材を改定すると、そ

れが全クラスに反映される仕組みになっている。 
 次に、「気になる学生」について報告が行われる。具体的には、休みがちな学生や、成績

不振の学生、休学の相談を受けた学生や疾病や障害を持っている学生の様子等などが簡単

に伝えられる。発達障害学生に関しては、ゼミの様子や、教員が個別的に配慮した方法等

が紹介されることもある。このようなエピソードは、教員たちの間になんとなく記憶に残

る。自分が担当する授業でそうした学生の名前が見つかれば、自然とその学生に配慮する

ようになる。個別的な配慮については、非公式レベルで共有されるようになるのである。 
 さらに、教員が自分のゼミ生以外の情報にも接していることにより、教員たちは、学年

で発生している問題にも注意を払うようになる。かつてゼミ連絡会で、ある教員の何気な

い発言がきっかけとなり、学生間のトラブルがゼミをまたがって発生していることについ

て他の教員たちが同時に察知し、すぐさま学年全体で解決に動いた案件もあった。教員の

意識が「ゼミ担当」という狭い視点から「学年担当」という意識へ広がることによって、

学生全体を見守る組織的な体制の構築につながっていくのである。 
 

（3）学生情報の記録と共有ツール 

 
 本学部では、学年ごとの学生情報を Google スプレッドシートにして、それを当該学年の

ゼミ担当教員で共有している（8）。1 年ゼミが 10 クラス開講されていれば、学部長と教務課

職員に加えて、担当教員である 10 名がこのスプレッドシートにアクセスできる。教員が 2
年ゼミや 3 年ゼミも担当していれば、その教員は 2 つないし 3 つのスプレッドシートにア

クセスできる。 
 このスプレッドシートには、入試形態、出身高校、部活、毎学期 GPA、外部テストスコ

ア等が入力されている。その横に教員が月ごとに記入する欄がある。担当教員は学生と面

談を行うなど、何らかのパーソナル支援を行った月には、その内容を記入する。その他、

欠席が多い等、気になる情報も記入する。 
 

（8） Google スプレッドシートは、クラウド上でデータが処理され、アクセス権限を付与されたユーザの

みアクセス可能となる。データが各ユーザのローカル PC に保存されないことや、ログイン時の二段階

認証の導入等により、セキュリティ上の問題（安全管理措置義務）はクリアできていると考えられる。

また、学生データのような「個人情報」を大学内で部署を超えて共有することは、教育や学生支援等

の目的に合致した利用法であり、そもそも「個人情報保護法」に抵触するものではない。 
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（図 2）スプレッドシートの記入例（イメージ図） 

 
 教員は、自分の授業で気になった学生がいた場合、その学年のゼミを担当していれば、

その学生の様子を確認できる。必要と判断すれば、自分の授業での様子について、ゼミ担

当教員に伝えることもできる。 
 年度末には、ゼミ担当教員が学生の所見を 100 字から 200 字程度で記入する。これは翌

年度の担当教員に対して学生情報の申し送りを行うためである。配慮が必要な学生につい

ては詳しい内容を記入し、クラス編成等に関しても助言を記入することもある。 
 このスプレッドシートは、翌年度には次学年の担当教員に引き継がれる。4 年次になると、

進路支援課とも共有される。スプレッドシートには入学後から 4 年生になるまでのデータ

が蓄積されているので、一人ひとりの学生に対する 4 年間の指導や支援の流れ、成長の軌

跡がひと目で把握できるのである。 
 なお、このスプレッドシートは教員の負担削減にもつながっている。本学の保護者会は

毎年 6 月上旬に実施されるため、保護者向けの連絡票は 5 月中に完成させなければならな

い。以前は、4 月から 5 月にかけてゼミ生との面談に多くの時間を割いていたが、スプレッ

ドシートのおかげで、所見の作成を大幅に効率化できるようになったのである。 
 
2.3 暗黙的な慣行や規範のレベル 

 
 「原則」や「ルール」が単なる文言上のものに終わらず、実効性のある制度を支える要

素になるためには、前述の「具体的なメカニズム」に加えて、実践を通じて教員間で蓄積

されてきた「慣行」や「規範」の役割が重要となる。しかし、こうした慣行や規範は明文

化されておらず、外部からははっきりとはわからないことも多い。 
 暗黙知を確認する一つの方法は、具体的な場面での行動パターンから読み取ることであ

る。筆者は 2016 年度から現在に至るまで、他の教員とともにゼミ連絡会に常に参加してき

た。筆者自身が現場で感じ取ってきた教員の慣行や規範は、以下の 3 点に集約されると考

える。 

● 事例：大学における担任制度の課題とインクルーシブ教育システムの意義〜北陸大学経済経営学部の事例
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（1）互酬性 

 
 ゼミ連絡会では、学生対応の悩みを積極的に相談しようという姿勢と、その悩みに対す

る解決策を一緒に考えようという雰囲気が常に見うけられる。 
 例えば、「〇〇という学生がグループワークに参加する素振りを見せないので悩んでいま

す」という相談が寄せられたとする。すると他の教員が「参加したくないのか、参加でき

ないのか、両方の可能性を探ってみる必要がありますね」と返答したり、「グループワーク

の作業を細かく定形化して、一つずつ指示を出してみるとか」などのアドバイスをする教

員もいる。「その学生は自分の授業も履修しているので、ミニッツペーパーとかを確認して

みましょう」といったコメントが出るときもある。このようにゼミ連絡会では、学生の問

題が発生した際に、その教員に寄り添いつつ、全員で解決策を一緒に考えようという行動

パターンが見られる。 
 こうした相互支援のパターンが見られるのは、背後に「互酬性（情けは人の為ならず）」

の規範が教員間に存在するからだと考えられる。それは、教員たちがこれまで、「自分の悩

みや失敗事例を共有することの方が、自分にとっても全体にとってもよい結果が得られる」

という経験をしてきたからに他ならない。これは新任教員や若手教員にも好影響を及ぼす。

困ったことがあれば他の教員に相談できるという安心感へとつながっていくのである。 
 

（2）当事者意識 

 
 「相互支援」と「互酬性」の規範は、「失敗を学生のせいにしない」という当事者意識と

表裏一体である。本学部のゼミ連絡会を見学した外部の教員から、「教員たちから学生のせ

いにする言葉が一切出てこないことに驚いた」と指摘されたことがある。確かに、ゼミ連

絡会では、「○○というふうに説明したのだけれど、学生にはいまいち伝わらなかったよう

だ。○○ということを事前に説明しておけばよかった」といった発言が多い。失敗を学生

のせいにせず、自らの教育改善によって解決していこうという規範が共有されているので

ある。 
 教員が当事者意識を高めてきた背景には、「多くの問題は、何らかの授業改善や指導上の

工夫によって解決が可能である」という「信念」または「効力感」が共有されていること

があるのではなかろうか。それは、これまでの教育改善によって学生の成長を目の当たり

にすることが以前より増えたとか、ゼミ連絡会やスプレッドシートによって学生指導の心

理的負担が減ったといった「成功体験」を通じて高まってきたと考えられる。教育改善に

選択と集中を行ってきたことにより、こうした好循環が生じているのである。 
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（3）多様性に対する肯定的評価 

 
 本学部では、当初から学生の「多様性」を学部の特徴とし、それを肯定的に捉えてきた。

その理由の一つは、社会や企業の評価が「多様」だからである。成績優秀な学生が就職活

動に苦戦し、入学時は GPA 下位層であっても 4 年間の様々な経験を通じて着実に成長した学

生の方が評価されることは珍しくない。したがって、1 年次の成績が振るわないことや、対

人スキルが低いことは、学生の潜在的な成長可能性が高いと見るべきなのである。 
 ゼミ連絡会でも、成績不振学生が成長したエピソードが多くの教員から報告されること

が多い。それは、“できない”学生であっても、本学部の教育によって成長させられること

は十分可能だという信念が組織的に共有されていくプロセスでもあるのだ。 
 特に、発達障害学生については情報共有が積極的に行われている。これまで障害を持っ

た学生を担当してきた教員は、障害学生の失敗談やがんばっている経験などを積極的に報

告することに努めてきた。それに呼応するように、他の教員もその学生が自分の授業で頑

張っている様子を報告するようになっていった。 
 もちろん、発達障害学生が常に肯定的な環境によって守られていたわけではない。ある

学生は、ときに大きな失敗をし、他の学生のからかいなどに晒されたこともある。しかし、

その学生は人一倍チャレンジし続けた結果、次第に多くの学生から敬意を持たれる存在に

変わっていった。就活でも複数企業から内定を獲得し、卒業時には学部からの推薦により

表彰されるに至ったのである。 
 ただし、「できない学生や発達障害学生の成長可能性」を信じるという規範は、教員間で

共有されるだけでは不十分である。学生にも波及させることによって、よりインクルーシ

ブな教育環境の実現につながる。ある若手教員は、この学生の事例をもとに、「個性をもっ

た学生」がいかに本学部でがんばり、その結果として周囲の認識や価値観を変えていった

かという経緯を入学前教材として作成した（本人が特定されないように内容は大幅に改変

した）。本学部の事例を入学者全員に示すことで、多様性の価値観を学生にも広げようとし

たのである。 
 
 

３．まとめと課題  

 
 以上のように、本学部の「インクルーシブ教育システム」は、「指針」によって「原則」

や「ルール」が明確化され、「ゼミ連絡会」と「共有スプレッドシート」という「具体的な

メカニズムやツール」によって運用されている。さらには、教員間で共有されている「互

酬性」「当事者意識」「多様性に対する肯定的評価」という慣行や規範が大きな役割を果た

してきた。 

● 事例：大学における担任制度の課題とインクルーシブ教育システムの意義〜北陸大学経済経営学部の事例
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 このシステムの結果、これまでのところ発達障害等の学生は、特別の配慮を公式に求め

ずとも、学生生活や学修環境に馴染むことができている。退学率の低下傾向に関しても、

このシステムが果たしている役割は大きいと思われる。  
 なお、「原則」、「具体的なメカニズム」、「慣行や規範」の 3 つのレベルが関連しあい、シ

ステムとして成立している理由の一つは、本システムの導入プロセスにあると思われる。

このシステムは、まず、2016 年にゼミ連絡会の運営とスプレッドシートの共有から導入さ

れた。その効果や成果によって、現場レベルでの教員の慣行や暗黙の規範が自然と変化し

ていった。「原則」として文言化されたのは最後である。規程化の前に、すでに変化してい

た現実がそこにあったのである。 
 もちろん、本システムにも課題が存在しないわけではない。第一に、本システムは本学

部のみにとどまり、他学部に波及することはなかった。それは本システムの暗黙知の部分

が大きく、外部からはシステムを理解することが難しかったという理由があるだろう。 
 第二に、本システムの形成に携わってきた教員は互酬性の規範を強く共有してきたが、

相互支援に消極的な教員に対して、暗黙の慣行や規範が与える影響力に限界があったこと

も事実である。また、新任教員に対する規範の伝播も不十分であった。「合理的配慮」に関

する SD 研修は全学レベルで継続的に実施されていたものの、本学部では、発達障害学生

等に対する支援をテーマとした研修を実施したことはない。しかも、学部開設後の教員の

入れ替わりは激しく、新任教員が本学部で共有されてきた規範を理解する機会を十分に提

供できたとは言い難い。 
 第三に、本システムの学生支援方法は、「事前的改善措置」あるいは「ポジティブアクシ

ョン」に近い対応であり、個別ニーズに応じる「合理的配慮」とは少し異なる。また、本

学部でこれまで実際に対応してきた発達障害学生の件数は、1 学年に 1〜2 名程度であり、

それほど多くはない。パソコンテイクやノートテイク等、個別のニーズに応じた合理的配

慮が必要となる障害学生もこれまで入学していない。したがって、今後もさまざまな障害

学生に対応可能であるかは未知数である。 
 これらの課題を乗り越えるためには、暗黙知を形式知に転換するプロセスをさらに繰り

返し、より明示的な部分を増加させたシステムへと発展させるべきであろう。また、今後

直面する様々な事例をもとに、より多様な解決方法に取組み、それらの経験知を蓄積して

いく必要もあるだろう。 
 インクルーシブな教育システムは、高等教育において今後必要性が高まると予想される。

本学部の実践事例が参考になれば幸いである。 




